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 運転するとき 

警告灯が点灯・点滅！ 

クルマに異常発生のサイン！
警告灯が点灯・点滅したら、クルマにいつもと違う何らかの 

問題が発生しています。 

必要な処置をしないと、クルマが壊れたり、装置が正しく作動せず、 

重大な事故につながるおそれが。 

For Safety 安全のポイント 

 POINT 01 

警告灯が点灯・点滅したら、 

必要な処置を実施する。 
警告灯が点灯・点滅したまま使用し続けると、警告している個所が故障したり、事故の時

に重大な傷害を受けたりするおそれがあります。 

安全な場所にすみやかに停車するなどして点灯・点滅している警告灯を確認し、必要な処

置を実施してください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 

[主な警告灯] 
①充電警告灯

充電系統に異常がある場合に点灯します。安全な場所に停車し、最寄りの販売会社へ連絡

してください。

②ブレーキ警告灯

ブレーキ液の不足やブレーキ力配分機能に異常がある場合に点灯します。

駐車ブレーキを解除しても消えない場合は、安全な場所に停車し、最寄りの販売会社へ連

絡してください。

③SRSエアバッグ／プリテンショナー機構警告灯

SRSエアバッグやプリテンショナーに異常がある場合に点灯します。

最寄りの販売会社へ連絡してください。

④エンジン警告灯

エンジンやトランスミッションに異常がある場合に点灯または点滅します。

最寄りの販売会社で点検を受けてください。

⑤ABS警告灯

ABSに異常がある場合に点灯します。急ブレーキや高速走行を避け、安全な場所に停車し、

エンジンを停止してください。

再度エンジンをかけ、その後しばらく走行しても再点灯しなければ異常ありませんが、消

灯しない時やたびたび点灯する時は、できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

⑥パワーユニット警告灯（プラグインハイブリッド EVシステム警告灯）

電気自動車、プラグインハイブリッド EVの EVシステムに異常がある場合に点灯します。

ただちに安全な場所に停車し、最寄りの販売会社へ連絡してください。

お使いのクルマによって警告灯の種類が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧くださ

い。 

三菱自動車お客様相談センター 

0120-324-860 
オープン時間：9 時～17 時（土日祝・弊社休日 9 時～12 時・13 時～17 時）

意外と知らないクルマの安全ガイド https://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/safety/popup/index.html 

※050～で始まる番号など、一部の IP電話からはつながらない場合がございます。

警告灯が点灯・点滅したら、安全な場所に 

すみやかに停車するなどして処置を実施してください。 
警告灯の点灯・点滅は、クルマに異常が発生していることを知らせています。そのままの状態で使用し続けると、故障した

り、事故の時に重大な傷害を受けたりするおそれがありますので、点灯・点滅している警告灯を確認し、必要な処置を実施

してください。 
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